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○石巻市時間延長保育事業費補助金交付要綱 

平成27年７月31日告示第293号 

改正 

平成30年３月30日告示第112号 

石巻市時間延長保育事業費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、石巻市時間延長保育事業実施要綱（平成27年石巻市告示第137号。以

下「実施要綱」という。）第３条第４項の規定に基づく補助金の交付に関する手続につい

て必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、石巻市補助金等の交付に関する規則（平成17年石巻市規則

第47号）及び石巻市市税の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則（平成29

年石巻市規則第37号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付申請） 

第２条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、石巻市時間延長

保育事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しな

ければならない。 

(１) 石巻市時間延長保育事業実施見込・実績調書（様式第２号） 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第３条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容の審査及び必要に応じ

て行う現地調査により、補助金の交付の可否を決定し、石巻市時間延長保育事業費補助

金交付可否決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、事業の適正な執行を確保するため、前項の決定に条件を付するものとする。 

（書類の整備及び保管） 

第４条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

延長保育及び時間外保育（以下「時間延長保育」という。）の実施状況、日々の対象児童

数、利用料金の徴収その他延長保育の実施に係る事項に関し、記録し、書類を整備してお

かなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業（以下単に「事業」という。）に係る

収支計画（予算）及び決算との関係を明らかにした書類を整備しなければならない。 

３ 補助事業者は、前２項の規定により整備した書類を事業完了後５年間保管しなければ

ならない。 

（事業の変更等） 

第５条 補助事業者は、事業の内容を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）するとき、

又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、石巻市時間延長保育事業変更承

認申請書（様式第４号）又は石巻市時間延長保育事業中止（廃止）承認申請書（様式第５

号）に必要な書類を添付して市長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、石巻市時間延長保育事業変更
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（中止・廃止）承認（不承認）決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

（実績報告等） 

第６条 補助事業者は、毎月の時間延長保育を利用した児童の数を翌月10日までに、市長

に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに石巻市時間延長保育事業実績報告書

（様式第７号）に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。 

(１) 石巻市時間延長保育事業実施見込・実績調書 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第７条 市長は、前条第２項の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の額を確定し、石巻市時間延長保育事業費補助金交付額確定通知書

（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付す

ることができる。 

３ 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、石巻市時間延長保育事業費補助金

精算（概算）払請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときはその返還を求め

ることができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。 

(２) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、

石巻市時間延長保育事業費補助金交付決定取消通知書（様式第10号）により通知するも

のとする。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成27年８月１日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

附 則（平成30年３月30日告示第112号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規定は、この告示の施行の日以後の補助金等の申請から適用し、この告示の

施行の日前の申請については、なお従前の例による。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

様式第10号（第９条関係） 


